
「東紀州の食」に関する公社ウェブサイト内コンテンツ制作業務 仕様書 

 

1.業務目的及び業務概要 

東紀州地域内で活躍する事業者や特産品等の情報を広く発信し、産業振興を図ることを

目的として、東紀州地域振興公社（以下公社）及び東紀州管内 5市町等が有する食に関す

るパンフレット、冊子等をデジタルデータ化のうえ、公社ウェブサイトにて一括で閲覧可

能とするコンテンツを制作し、公開する。 

 

2.仕様 

①制作するコンテンツの内容 

公社のウェブサイトで公開する「東紀州の食」に関する情報が掲載されたコンテ

ンツデータ。 

 

②レイアウト等 

制作するコンテンツデータのレイアウト等については別添のイメージを基礎とす

るが、詳細部分については公社担当職員と協議のうえ、決定するものとする。ま

た、制作量については次のとおりとする。 

〇トップページ：1ページ 

食に関する情報スペースを有し、下記パンフレット、冊子等の紹介ペ

ージをサムネイルで一括表示ができ、そこからの各紹介ページへのリ

ンクを設置したもの。 

〇パンフレット、冊子等の紹介ページ：30ページ 

各ページにおいては PDF データのダウンロード、掲載されている店

舗等のリンク紹介を含む情報の提供ができるもの。 

 

 ③納品形式 

(1)完成したデータをまとめた DVDを 2組作成し、納品すること。 

(2)納品されたデータの著作権については、公社及び東紀州管内 5市町等が直接著

作権を有するものを除き、全て公社に帰属させること。 

(3)納品するデータについては、次の条件を満たすものであること。 

・公社が用意するウェブサーバーで動作可能なものであること。 

・普及率が高い一般的なブラウザ、インターネットエクスプローラ（最新版）、

Firefox、Safari、chrome等で閲覧が可能であること。 

・一般的な html で制作され、その更新、修正には複雑な専門知識を有しない

者であっても更新可能であること。 

・制作において上記以外の言語を使用する場合、ソースコードとその仕様につ

いての説明書を付すこと。 

 

 ④次の条件に同意、履行ができること。 

(1)企画、製作、サーバーへの掲載は、公社の確認をもって履行すること。 

(2)レイアウト等、複数回の打ち合わせが熊野庁舎内、公社事務所で可能なこと。 



(3)制作に関する写真・データ等は公社が所有するものは貸与するが、その他につ

いては受託者が調整すること。東紀州地域内の季節ごとの写真を所有し著作権・

版権に問題ない写真を数多く所有すること。貸与した写真・データ等は業務終了

後速やかに返却すること。 

(4)受託者は、納期後 1年以内に成果品に不備、誤りが発見された場合は、速やか

にその修正を行い、また更新についての協力をおこなうこと。 

(5)受託者は、必要に応じて運用後も公社に対し操作等について指導を行うこと。

電話対応はもちろん熊野庁舎内、公社事務所での操作指導も速やかにおこなうこ

と。 

 

3.業務委託期間 

契約締結日から平成 26年 2月 28日（金） 

 

4.印刷データ納入先 

〒519-4393 熊野市井戸町 371 

東紀州地域振興公社（紀南事務所） 



 


